
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。   ⑪ページ   
       ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
②ページ  http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）  

平成 27年 5月 21日 第 27‐6号 

 市では、東日本大震災により被害を受けた住宅等を金融機関から融資を受けて補修等をする方

を対象に、借り入れにかかる利子の一部を補助しています。より多くの被災者の負担軽減を図る

ため、申請期限を平成 28年 12月 28日まで延長しますので、ご活用ください。 

対象 次のすべてに該当する方 

・自己または親族の所有する住宅が、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」 

を受けており、震災発生時に自己または親族がその住宅に居住していた方（被災住宅を解体し、 

被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除く） 

・被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入または被災宅地の復旧工事を市内で行う方 

・平成 23年 3月 11日以降に独立行政法人住宅金融支援機構や銀行法第 2条で定める「銀行」ま 

たは協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 2条で定める「協同組合金融機関」等と金銭 

消費貸借契約を締結し、平成 28年 3月 31日までに融資を受けた方 

・市税等を滞納していない方 

・同様の利子補給を他から受けていない方または受けようとしていない方 

利子補助額 

年利 2％に相当する額（2％未満の場合はその利率）※毎月の融資残高より算出します。 

<利子補給対象融資限度額> 

  住宅復旧（補修・建設・購入）：640万円 

  住宅に被害がなく、宅地のみの復旧工事を実施する場合：390万円 

住宅と宅地の復旧工事を実施する場合：1,030万円 

補助期間 償還開始の月から 5年以内（ただし、無利子期間または利子支払の猶予期間等がある 

場合には、当該期間を含め 5年以内） 

申請方法 申請書に記載のうえ、都市計画課窓口へ提出してください。申請書は都市計画課窓口、 

各支所地域課に用意してあります。また、笠間市ホームページからもダウンロードで 

きます。 

http://www.city.kasama.lg.jp/（「被災住宅」で検索） 

申請期限 平成 28年 12月 28日（水） 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日・祝日を除く） 

申・問 都市計画課（内線 588）  

 

①笠間市被災住宅復興支援利子補給補助事業の期間を延長します 

《融資額の利子の一部を補助します》   

 

          ②資産等報告書等の閲覧を実施します                                                                  
  
 笠間市政治倫理条例第 9条第 1項の規定により、市長、副市長、教育長および市議会議員全員

から提出された「資産等報告書及び所得等報告書」の閲覧を次のとおり実施します。 

閲覧期間 5月 25日（月）～6月 15日（月）（土日を除く） 

※閲覧期間が過ぎても、平成 32年 4月 30日までは閲覧を請求することができます。 

閲覧時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

閲覧場所 秘書課（市長、副市長、教育長分）、議会事務局（市議会議員分） 

問 秘書課（内線 226）、議会事務局（内線 303） 

 

 

         「出会いパーティー」の参加者を募集します                                
  
日時 6月 21日（日）午後 1時 30分～4時 30分（午後 1時から受付開始） 

会場 ホテルマロウド筑波（土浦市城北町 2-24） 

内容 プロフィールをもとにした 1対 1の会話、フリータイムなど 

対象 独身男性・女性共 30代の方 

定員 男性・女性 各 15名程度 

※応募者多数の場合は定員になり次第締切り、もしくは抽選により決定します。 

参加費 男性 4,000円、女性 2,000円 

※当日会場でお支払いください。 

※無断欠席については、キャンセル料が発生します。 

申込方法 電話、メールまたはホームページからお申し込みください。 

申込期限 6月 18日（木）      
 
※詳細についてはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 
 
申・問 NPO 法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085 

メール info@bell-support.net 

ホームページ http://www.bell-support.net 

 

笠間保健センターで、65歳以上の方を対象にした健康講座を開催します。運動、栄養、口腔な

どについて楽しく学び、幸せに齢
とし

を重ねられる身体を目指しましょう。 
  
（全 10回 要予約） 

       内容 回数（全 10回） 期日 時間 

お口の健康管理 2回 
①6月 23日（火） 

午前 10時～11時 30分 
②7月 7日（火） 

足腰をきたえよう！！ 

ロコモ予防体操 
2回 

①9月 29日（火） 
午後 1時 30分～3時 

②10月 20日（火） 

脳トレーニング 

レクリエーション 
2回 

①10月 28日（水） 
午前 10時～11時 30分 

②12月 9日（水） 

バランス食のポイント 1回 11月 5日（木） 午前 10時～11時 30分 

調理実習 1回 11月 26日（木） 午前10時～午後0時30分 

家でも実践！椅子体操 2回 
①平成 28年 2月 2日（火） 

午後 1時 30分～3時 
②平成 28年 2月 23日（火） 

 
対象 市内在住の 65歳以上で介護状態でない方 

定員 各回 20名 ※応募者多数の場合は抽選となりますが、初回の方を優先します。 

参加費 無料 

申込方法 参加希望講座の開催 7日前までに、窓口で直接または電話で予約してください。全講 

座の参加や、単発の参加も可能です。申込者には後日、詳細を通知します。 

申・問 友部保健センター  ℡ 0296-77-9145 

 

 

 

 
幸
こう

齢
れい

講座の参加者を募集します  

 

お知らせ                     


